
令和7年度 厚生労働省委託

「外国人労働者における労働災害防止対策推進のための広報事業」

申込方法

W e b サイトからお申し込みください。

https://www.toukiren.or.jp/seminar_39.html

お問い合わせ

（公社）東京労働基準協会連合会 

TEL 03-6380-8305
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詳細は裏面をご確認ください  

セ
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❶  コミュニケーションのカギは「やさしい日本語」

❷  視覚的な表現方法による「安全表示」（※）

❸  安全衛生活動（KYT、5S）等に参加させるときの留意点

➍ 外国人の健康診断に当たっての注意点 ほか

（※）外国人労働者が労働災害防止のため必要な

事項を視覚・直観的に理解できるイラスト

等による表示 及び 外国語による注意喚起

等の文言

⇒新たに開発中の最新情報を提供します

◆厚生労働省ホームページ【外国人労働者の労働災害防止のための表示（イラスト、注意喚起文）（食料品製造業等向け）をご活用ください。】から抜粋、加工、転載

外国人労働者が機械等による危険を視覚・直感的に理解できるイラストと、それらと組み合わせる外国語による注意喚起文を事業場内に掲示するなどによ

って外国人労働者の労働災害防止対策に取り組めるよう、35種類のイラストと17種類10言語の注意喚起文が用意されています。

現状は ● 外国人労働者の増加に伴い外国人労働者の死傷者数も増加  ● 全労働者と比較して外国人労働者の災害発生率は高い

要因は ● 業務経験が比較的短い  ● 日本語の理解が不十分  ● コミュニケーション不足により職場の「危険」の伝達・理解も不足

対策は   ● 外国人労働者がその内容を確実に理解できる方法による労働安全衛生教育の実施が求められます

そこで    外国人労働者を雇用する事業場を対象に、外国人労働者の安全衛生管理のポイントを解説するセミナーを開催します

http://www.toukiren.or.jp/seminar_39.html
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福岡商工会議所 ４階 407号室

福岡市博多区博多駅前２-９-28

令和8年 2月20日㊎ 14:00 ～ 16:00

福  岡

【オンラインセミナー】

Zoom

ウェビナー 令和7年 11月25日㊋ 14：00 ～ 16：00 令和8年 2月9日㊊ 14：00 ～ 16：00

【会場参集セミナー】 （令和８年以降_福岡県内向け）

＊福岡県下では、以下の日程で開催されます。

参加費は無料。外国人労働者を使用されている事業場に
おかれましては、労働災害防止と適切な安全衛生管理のため、
是非ご参加をご検討ください。

（公益社団法人福岡県労働基準協会連合会）
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